
「毎月 11 日は人権をたしかめる日です 
 

未
来
を
生
き
る 

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に 

子
ど
も
の
人
権 

子
ど
も
の
４
つ
の
権
利 

第２４６号 ２０２６年 ５月 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

（神河町人権文化推進協議会） 
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住む場所や食べ物があり、

医療を受けられるなど、命

が守られること 

勉強したり、遊んだりし

て、もって生まれた能力を

十分に伸ばしながら成長

できること 

暴力や搾取、有害な労働、いじ

め・体罰・虐待などから守られ

ること 

自由に意見を表したり、

団体を作ったりできる

こと 

(出典：公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ) 
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